
主に事業をなさっている方（申告をして納税通知書により税金を納めてる方）

６月に市町村から通知されます「平成２７年度　市民税・県民税 税額決定納税 通知書(普通徴収・年金特別徴収分)」の課税明細をご確認ください。

①税額控除前所得割額（市民税）ー ※調整控除額（②調整・配当控除額の一部）

＝保育料（利用者負担額）の算定基準の所得割額

※②調整・配当控除額等に含まれる調整控除額については通知書裏面の説明をご確認ください。

（注）以下の税額控除は保育料の算定の控除対象となりません。

配当控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、

寄付金税額控除、外国税額控除


